
市議会だより 210 号（6）

◆
議
案
第
６
号　

　

龍
ケ
崎
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

住
民
票
の
写
し
や
課
税
証
明
書
な

ど
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
の
手

数
料
を
本
年
10
月
か
ら
１
年
間
、
１

通
あ
た
り
10
円
と
す
る
た
め
、
条
例

を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
９
号

　

龍
ケ
崎
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
税
に
か
か
る
後
期

高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
賦
課
限

度
額
及
び
被
保
険
者
均
等
割
額
の
軽

減
対
象
と
な
る
世
帯
の
所
得
の
基
準

額
を
引
き
上
げ
る
た
め
、
条
例
を
改

正
す
る
も
の
で
す
。

◎
質
疑

金
剛
寺
議
員　

５
割
減
免
、
２
割
減

免
世
帯
の
令
和
６
年
度
保
険
税
引
き

上
げ
額
は
。

健
康
ス
ポ
ー
ツ
部
長　

５
割
軽
減
世

帯
の
１
人
当
た
り
均
等
割
額
が
年
間

３
６
０
０
円
、
２
割
軽
減
世
帯
が
年

間
５
７
０
０
円
の
増
額
と
な
り
ま

す
。
40
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
被
保
険

者
に
係
る
介
護
納
付
金
分
を
合
わ
せ

る
と
、
５
割
軽
減
世
帯
で
年
間
４
１

０
０
円
、
２
割
軽
減
世
帯
で
年
間
６

５
０
０
円
の
増
額
で
す
。

◆
議
案
第
１
号

　

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
ま
ち

龍
ケ
崎
基
本
構
想
策
定
審
議
会
条
例

に
つ
い
て

　

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
ま
ち

に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
実
現
に
向
け

た
基
本
構
想
を
策
定
す
る
た
め
の
審

議
を
行
う
審
議
会
を
設
置
す
る
条
例

で
す
。

◆
議
案
第
４
号　

　

龍
ケ
崎
市
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

　

重
大
な
災
害
が
発
生
し
、
ま
た
は

発
生
す
る
恐
れ
が
あ
る
現
場
で
応
急

作
業
な
ど
の
業
務
に
従
事
し
た
職
員

に
災
害
応
急
作
業
手
当
を
支
給
で
き

る
よ
う
、
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で

す
。

◎
質
疑

伊
藤
議
員　

家
屋
調
査
や
事
務
支
援

で
災
害
地
に
派
遣
さ
れ
た
場
合
に
も

適
用
さ
れ
る
の
か
。

総
務
部
長　

総
務
省
が
発
出
し
た
運

用
に
よ
る
と
、
災
害
発
生
現
場
で
行

う
巡
回
、
巡
視
、
災
害
状
況
の
調
査
、

避
難
所
運
営
や
罹
災
証
明
に
係
る
家

屋
調
査
に
つ
い
て
も
該
当
し
う
る
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
議
案
第
16
号

　

龍
ケ
崎
市
消
防
団
員
の
定
員
、
任

免
、
給
与
、
服
務
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

全
国
的
に
消
防
団
員
の
減
少
が
続

い
て
い
る
中
、
本
市
に
お
い
て
も
同

様
の
状
況
と
な
っ
て
お
り
、
消
防
団

員
の
定
数
を
実
情
に
即
し
た
も
の
と

す
る
た
め
、
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
17
号　

　

市
有
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

　

龍
ケ
崎
市
森
林
公
園
整
備
運
営
事

業
で
民
間
業
者
が
整
備
す
る
特
定
公

園
施
設
に
つ
い
て
、
民
間
業
者
か
ら

譲
渡
を
受
け
る
譲
渡
物
件
の
仮
契
約

額
が
３
億
２
１
０
０
万
円
と
な
る
こ

と
か
ら
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も

の
で
す
。

◆
議
案
第
19
号

　

茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
規
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
被
保
険

者
証
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
一

体
化
さ
れ
、
本
年
12
月
２
日
か
ら
当

該
被
保
険
者
証
が
廃
止
さ
れ
る
た

め
、
所
要
の
改
正
が
必
要
で
あ
る
こ

と
か
ら
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の

で
す
。

◆
議
案
第
22
号　

　

令
和
６
年
度
龍
ケ
崎
市
国
民
健
康

保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

　審議された主な議案の内容と、本会議で行われた議案に対する質疑や討論の一部について掲載しています。
　議案を所管する委員会においても、議案等の審査を行っており、その審査内容の一部を次ページに掲載して
います。

本会議
▼
第
２
回
定
例
会
（
６
月
）

１
号
）

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
被
保
険

者
証
の
一
体
化
に
よ
る
被
保
険
者
証

の
廃
止
に
伴
い
、
歳
出
に
国
民
健
康

保
険
シ
ス
テ
ム
改
修
な
ど
の
必
要
経

費
を
計
上
し
、
歳
入
の
国
庫
支
出
金

に
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
シ
ス
テ

ム
整
備
費
等
補
助
金
と
し
て
、
歳
出

歳
入
に
そ
れ
ぞ
れ
５
５
４
万
６
千
円

を
計
上
す
る
も
の
で
す
。

◎
討
論

伊
藤
議
員　

任
意
で
あ
る
は
ず
の
マ

イ
ナ
保
険
証
の
取
得
が
事
実
上
強
制

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
短
期
保
険
証
や

資
格
証
明
書
の
発
行
が
廃
止
さ
れ
、

滞
納
者
が
償
還
払
い
と
な
れ
ば
、
受

診
控
え
に
つ
な
が
り
、
重
症
化
に
つ

な
が
り
ま
す
。
現
在
の
保
険
証
を
継

続
す
れ
ば
問
題
な
い
こ
と
か
ら
反
対

し
ま
す
。

▲マイナンバーカードは身分証明書としてだけでなく
　健康保険証としての利用やコンビニ交付サービス、
　確定申告など様々な場面でご利用いただけます


